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調査結果 小樽商科大学 

 

 

（１）研究倫理教育の体制 

 

ガイドラインを踏まえた研究倫理教育の体制については、平成 19 年 11 月に「研究費不

正使用防止行動計画（以下、「行動計画」）」及び「研究活動に係る行動規範（以下、行動規

範）」を策定している。行動計画では組織内の責任体制の明確化及び不正使用防止に向けた

管理体制の強化について定め、行動規範では大学の学術研究の信頼性及び公平性を確保し、

学術研究の社会に対する説明責任を果たすことを目的として明示している。 

平成 26 年 8 月の文部科学省による「研究活動における不正行為への対応等に関するガイ

ドライン」を受けて、平成 27 年 3 月には「研究活動の不正行為防止に関する規程（以下、

「規程」とする）」、行動計画の改訂、行動計画の実行マニュアルを作成し、不正行為防止の

運営及び管理の適正化を図っている。 

 

 

小樽商科大学における不正行為防止に関する管理・運営体制 



 - 15 -  
 

○体制 
  研究活動の不正行為防止に関する規程に基づき、総括管理責任者（理事（総務・財務担

当副学長））の指示のもと、コンプライアンス推進責任者である副学長が研究倫理教育責

任者として、研究活動等の不正行為防止を図るため、部局内の公的研究費の運営・管理に

関わる全ての構成員に対して、コンプライアンス教育等を実施している。また、コンプラ

イアンス教育の実施状況、受講状況を確認し総括管理責任者に報告することとしている。 
 

第 3 期中期計画では『｢研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン｣や

｢研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン｣に基づき、全教職員を対象とし

た学内研修システムを活用したコンプライアンス研修及び研究倫理研修を義務付け、これ

らの受講率 100％を維持する。なお、研修は 3 年ごと及びルール変更時に実施する。』と策

定しており、年度計画では「本学教職員に対するコンプライアンス研修及び研究倫理研修に

おいて、新規採用の教職員を含め受講率 100%を維持する。大学院生に対する研究倫理研修

を実施するとともに、学部生に対する論文作成講習会を開催する等研究倫理の浸透を図る。」

としている。（平成 26 年度から毎年度、受講率 100％を達成） 

 

「コンプライアンス研修」及び「研究倫理研修」については、規程第 5条 2項において、

コンプライアンス推進責任者（研究倫理教育責任者）である副学長が受講状況の管理監督を

行い、必要に応じて改善を指導することとしている。また、教職員には研修を受講しない場

合、科研費等競争的資金の間接経費措置額の削減や競争的資金の配分停止等の措置がとら

れる可能性がある旨、通知している。 
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（２）研究者等に対する研究倫理教育 

 

研究者等に対して、大学全体として実施している研究倫理教育については、三年に一度及

びルール変更時にコンプライアンス研修及び研究倫理研修を実施することとしている。平

成 30年 9月には法人カード導入による内容を追加し実施しており、実施にあたっては、学

部・大学院合同教授会において、報告を行い構成員への周知を行っている。 

新任教員に対しては採用後に行う新規採用者説明会において、コンプライアンス研修及

び研究倫理研修の必要性を説明し、後日、担当部署から研修システムの ID等を伝え受講を

促している。 

 

 

国立大学法人 小樽商科大学 学内研修システム 

 

研修教材は「コンプライアンス研修」5セクション及び「研究倫理研修」7セクションに

分類し大学の規程、行動規範に準じた内容としている。研修受講後に理解度テストを行って

おり、それぞれ全 18 問・全 14 問のテストに全問正解するまでテストを実施するしくみで

あり、全問正解すると誓約書を提出でき受講が完了となる。 
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研究倫理テキスト 教職員向け研究倫理研修 資料 
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未受講者に対しては、研修の事務担当者が電話やメールで連絡し、受講を促している。例

年、担当者からの連絡により受講率が 100％となっているため、コンプライアンス推進責任

者による実質的な指導は行われていない。 

 

 

（３）学生に対する研究倫理教育 

 

大学院生に実施している研究倫理教育については、教職員同様コンプライアンス推進責

任者（副学長）を主催者として研究倫理教育を実施している。学内研修システムにて研究倫

理研修を受講後、全 14問の確認テストを受験し、全問正解して誓約書を提出すると受講完

了としている。 

 

 大学院生に対する研究倫理教育については、基本的には教員と共通の教材を使用してい

るが、「共同研究における大学院生の位置付け」や「博士学生の指導と責任ある論文審査」

等、大学院生向けの内容を充実している。 
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研究倫理テキスト 大学院生向け研究倫理研修 資料 

 

 

加えて、修士論文の審査の際には、教員からの依頼があれば事務で管理している最新版の

コピペルナーを貸し出せる体制となっている。 

 

学部学生に対しては、「基礎ゼミナール」、「研究指導」において、担当教員からコピペ、

引用注釈の仕方などについて指導している。「基礎ゼミナール」は一年時の前期に開講して

おり 8 割の学生が履修しているが、図書館での各種文献や資料の検索と利用方法を習得す

ることを目標のひとつとしている。 

基礎ゼミナールの時間を利用して、図書館職員による利用者講習会を開催し、文献を引用

する際の注意点について初年次から指導することで、在学時の研究倫理の意識を高めるよ

う努めている。 

また、新入生のうち希望者を対象としてレポート作成講習会を開催し、レポートや卒論を

作成する際の基本的なルール等に加え、文献を引用する場合の記載方法について示し、剽窃

は不正行為となる旨、指導している。（令和元年度は 68名が受講） 
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レポート作成講習会 レポートの作成 はじめの一歩 

 

 

また、学部学生に配付する「履修の手引き」に「卒業論文執筆要領」を掲載し、引用文献・

参考文献の引用方法について、「最も注意すべきである」とし、文献からの引用の際には、

必ず「」（欧文の場合は“”）をつけ、本文との区別をする旨記載し、注意を促している。 

 

このほか、研究室で行っている研究倫理教育に関し、例えば、法学系の研究室においては、

法律文献等の出典の表示方法に関して、文献の表示、判例・先例・通達の表示、法例名の略

語等、法律関係の学会に共通した著作物の引用や出典の明示について指導している。 
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履修の手引き ２０１９ 小樽商科大学 昼間コース 
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（４）一定期間の研究データの保存及び開示 

 

保存を義務付けている研究データの範囲、研究データの保存期間や保存方法については、

規程第 28条において「本学の構成員及び学生が発表した研究成果に対する第三者の検証可

能性を担保するとともに、不正が指摘された際に対応できるよう、構成員に対し研究データ

の保存及び公開を義務付ける」と規定し、第 29条で「保存の対象とする研究データは、構

成員及び学生が外部に発表した研究成果に関するもの」と定めている。 

構成員の研究成果に関する研究データとして保存するデータは、不正等を指摘された際

に科学的根拠を持って不正が無いことを証明することができると考えられるものを構成員

が自ら決めることとし、学生の研究データについては指導教員の責任のもと決めることと

している。共同研究に係る保存対象データは、構成員が担当した部分に限定している。 

 

 データの保存期間等については、日本学術会議「回答 科学研究における健全性の向上に

ついて」の「2(2)⑤研究資料等の保存に関するガイドライン」には、文書、数値データ、画

像の保存期間は発表後 10年間、実験資料・標本・装置は 5年間と示されており、令和元年

8月に実施された文部科学省による「研究活動における不正行為への対応等に関するガイド

ライン」を踏まえた体制整備等の状況実態調査を受けて、令和 2 年 3 月に日本学術会議よ

り示されている保存期間に合わせた規程の改正を行っている。 

 

また、令和元年 6 月に異なる学科等の教員 5 名及び図書館職員 1 名によるワーキンググ

ループを設置し、現状の研究データの保存状況を踏まえ、保存方法等について検討を開始し、

全 4回の検討会を経て、「研究データの保存及び開示に関するガイドライン」を作成し、令

和 2年 3月に全教員に向けて通知している。 

 

 保存対象の研究データと廃棄する研究データの区分については、大学では全ての研究者

が個人研究室をもっているため、保存、廃棄については規程第 29 条において定められてい

るとおり、第三者から不正等を指摘された場合に科学的根拠を持って不正がないことを証

明することができるかどうかを研究者個人が判断し、研究分野の特性等により区分してい

る。 
 

研究データの保存については、帯広畜産大学・北見工業大学との三大学経営統合後には、

北見工業大学に三大学研究データ統合管理サーバシステムが導入されるため、三大学の研

究データを一元的に管理することに関する検討に着手している。 
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（５）その他研究公正の推進に向けた取組 

 

大学ホームページにおいて、学外からもアクセス可能な研究倫理等のページを設け、「研

究活動の不正行為防止に関する規程」の他、不正行為防止に関する管理・体制、通報窓口等

を掲載し、大学が公的資金等により支えられていることを自覚し、研究上の不正行為の防止

に取り組んでいることについて周知している。 

 

また、平成 28年度よりグローカル戦略推進センター研究支援部門を設置し、科学研究費

を中心とした外部資金獲得の戦略立案を行うとともに、不正防止の観点から重要である研

究成果及び資料の公開について取り組んでいる。研究支援部門には全教員が所属しており、

教員が一体となって研究力向上、研究倫理について取り組んでいる。 

 

 
小樽商科大学 グローカル戦略推進センター 
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調査結果 北見工業大学 

 

 

（１）研究倫理教育の体制 

 

 ガイドラインを踏まえた研究倫理教育の体制については、「北見工業大学における研究活

動に係る不正行為に関する規程」に基づき設置している不正防止対策室において実施して

いる。当該対策室は、室長をコンプライアンス推進責任者である副学長（組織・運営）、副

室長を研究協力課長及び財務課長、室員を指名する職員（各専攻から１名＝７名）として、

計 10名の体制である。 

 

 

北見工業大学における研究活動の管理監査体制 

 

 大学全体の研究倫理教育等に関する実施計画については、平成 31年度年度計画では、「法

令遵守に関する目標を達成するための措置」として、3つの項目の計画を掲げている。 

 

 ○研究の不正行為及び研究費の不正使用の防止のため、コンプライアンス教育の受講と

誓約書の提出を競争的資金の申請及び使用の要件と規定するとともに、研究活動にお
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ける不正防止説明会や e-ラーニングの機会等を年 1 回以上設ける。コンプライアンス

教育の受講機会を充実させ、100％の受講率を維持することで、教職員に対して不正防

止のための教育を徹底実施し、高い法令遵守の意識を恒常的に保つ活動を継続して実

施する。また、学部学生及び大学院生に対しての研究倫理教育を導入教育として適正に

実施する。 

 

 ・教員及び技術部職員等研究に関わる者を対象とした APRIN e ラーニングプログラム

（eAPRIN：CITI Japan プログラムから名称変更）による研究倫理教育及び全教職員を

対象とした研究費の不正使用の防止のためのコンプライアンス教育を実施し、100％の

受講率を維持する。また、コンプライアンス教育の受講と誓約書の提出を、引き続き競

争的資金の申請及び使用の要件とするとともに、取引業者から法令遵守及び不正に関

与しない確認書の徴収を実施する。 

 

 ・研究不正防止に係る学生のコンプライアンス意識の醸成のため、学部 2年次の必修科目

「工学倫理」において、研究不正防止に関する授業を引き続き実施する。また、大学院

入学生については、APRIN e ラーニングプログラムによる研究倫理教育を引き続き実

施するとともに、平成 33年度に予定している大学院博士課程の改組に向けて、研究倫

理教育を含むカリキュラムを構築する。 

 

 

（２）研究者等に対する研究倫理教育 

 

 研究者等に対して、大学全体として実施している研究倫理教育については、一般財団法人

公正研究推進協会（APRIN）が提供している研究倫理教育（e ラーニング）を利用している。

研究活動に関わる研究者等に対して、研究倫理教育を３年毎に実施しており、新採用者（他

機関からの異動者含む）には随時実施している。 

平成 28 年度から毎年度、受講率 100％を達成している。 

 

APRIN コース（2018）[7 単元] 
 ①公的研究費の取扱い 
②研究不正 
③工学研究におけるデータ管理上の倫理問題 
④責任あるオーサーシップ 
⑤理工学領域の論文発表とピア・レビュー 
⑥理工学分野における共同研究 
⑦研究者の社会的責任と告発 
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（３）学生に対する研究倫理教育 

 

研究倫理意識を醸成していくため、学部学生については、学部 2 年次前期に必修科目であ

る「工学倫理」において、研究倫理教育に関する内容を受講している。授業では、工学技術

者の社会的責任を理解するため、事例を取り上げ、単なる知識としてだけでなく、深く理解

することを目指している。 

 
授業の到達目標とテーマ 
・工学技術者の社会的責任を理解できる。 
・工学的または経営的失敗事例を、技術的要因、人的要因から分析できる。 
・研究における倫理的問題を理解できる。 
・望ましい工学者・技術者像を描くことができる。 
 

 

工学倫理（シラバス） 
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 さらに、学部の選択科目では、例えば、「科学技術と人間」、「建築技術」において倫理に

関連するテーマを授業の中で取り上げている。 

 
「科学技術と人間」： 
科学技術が人間社会に対し正負二つの側面を持つことを深く理解し、個別の問題理解

を踏まえた科学技術の社会的な責任等、科学技術が社会に持ち込む問題を具体的に取り

上げ考察。 
 

 

 

「科学技術と人間」資料 
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「建築技術」： 
社会インフラの建設に関する実践的な知識の習得。社会インフラに関わる技術者が身

に付けるべき倫理観を学ぶ。 
 

大学院生に対しては、大学として実施している研究倫理教育については、研究者等と同様

に、新たに大学院生となった者（前期課程及び後期課程）に対して、APRIN での研究倫理教

育を義務づけている。 

 

 

（４）一定期間の研究データの保存及び開示 

 

 保存を義務付けている研究データの範囲、保存期間等については、「北見工業大学におけ

る研究活動に係る不正行為に関する規程」及び不正防止対策会議（平成 27年 7月 14 日）で

以下のとおり定めている。 

 

 ・研究データの範囲：平成 27 年 4 月 1 日以降に発表した研究成果 

 ・保存期間：原則として、当該論文等の発表後 10 年 

 ・保存方法：研究者個人で行っている 

 

 研究データの保存については、研究発表の都度、当該論文等に関する研究データ等の整

理・保存を確実にするよう、不正防止対策室長（副学長）から周知するとともに、データ保

管管理簿により研究室の研究データを把握し、管理状況を確認している。 
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研究データ保管管理簿 



 - 30 -  
 

 保存対象の研究データと廃棄する研究データの保存については、研究者が不正を指摘さ

れた際に科学的根拠をもって不正がないことを証明することができると考えられるものを、

研究者が自ら決定する。 

 また、複数の研究者と共同で行った研究成果の研究データについては、研究者が担当した

部分について証明が可能な研究データを保存することとしている。 

 

 転出又は退職する研究者が保有する研究データの保存については、原則大学が継続して

管理・保存するものとしているが、これらの者は、他機関で研究を継続する等の理由で自ら

の研究データを学外に持ち出す場合、最高管理責任者（学長）に申請し、承認を得て持ち出

すことができる。 

 研究主宰者が退職する場合には、本人及び研究室内で、引き継ぐデータとそうでないデー

タに区分して取り扱うこととしている。 

 

 

（５）その他研究公正の推進に向けた取組 

 

 三大学（小樽商科大学、帯広畜産大学、北見工業大学）の研究データを一元的に管理し、

SINET（学術情報ネットワーク）や GakuNin RDM（研究データ管理基盤）の活用により、研

究データの共通化・共用化に活用する「三大学研究データ統合管理サーバシステム」の仕様

策定を行った。 

また、DIAS（データ統合・解析システム）等によりオープンイノベーション推進のための

アプリ開発と体制作りについて検討を開始し、三大学（小樽商科大学、帯広畜産大学、北見

工業大学）の研究データの管理・分析を支援する技術職員を雇用している。 
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調査結果 宮城教育大学 

 

 

（１）研究倫理教育の体制 

 

 ガイドラインを踏まえた研究倫理教育の体制については、研究倫理教育の実施による研

究者倫理の向上を図るため研究倫理教育責任者を置き、コンプライアンス推進責任者（総務

担当理事）をもって充てるとしており、同人が研究倫理教育を定期的に実施するとしている。

また、規程により公的研究費の配分を受けて研究に携わる職員等は研究倫理教育を受講す

るよう義務付けている。 

 

 研究倫理教育等に関する大学全体の実施計画については、大学全体の中期計画、年度計画

に盛り込んでいる。 

 中期計画では、「「研究機関における公的研究費の管理・監査に関するガイドライン」及び

「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づき、大学独自のパン

フレット「研究活動上の不正防止ガイド」を作成・配付し、コンプライアンス推進責任者及

び研究倫理教育責任者による倫理教育等の実施の徹底を推進する。特に教員養成大学とし

て附属学校を有していることから、大学だけでなく附属学校においても複数回実施し、個人

が受講できる機会を複数回確保する。また、職務の都合で参加出来ない教職員には個別に対

応し、必ず全職員が受講できるようにする。」としている。 

 年度計画では「「研究機関における公的研究費の管理・監査に関するガイドライン」及び

「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づいた不正行為に対

応する実行ある取組を推進する。」としている。 

 

 また、不正防止計画推進室会議において、不正の発生する要因等を踏まえ不正行為の防止

に向けた取組を取りまとめた、国立大学法人宮城教育大学における不正防止計画の中でも、

「（７）不正行為の防止に関する意識の徹底 ②コンプライアンス教育及び研究倫理教育を

実施し、職員等にその受講を義務付ける。なお、ルールや教育内容等に変更があった場合は、

その都度コンプライアンス教育及び研究倫理教育を実施し、職員等にその受講を義務付け

る。」としており、研究者には「研究活動上の不正防止ガイド」を作成し配布している。 

 

 研究倫理教育の履修管理については、研究倫理教育受講終了時に、報告書を提出させるこ

とで行っている。なお受講状況については、不正防止計画推進室会議に報告している。 
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研究活動上の不正防止ガイド 
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（２）研究者等に対する研究倫理教育 

 

 大学では、職員等の遵守事項として、健全な研究活動を保持し、公的研究費を適正に使用

するととともに、研究活動における不正が起こらない環境を整えるため、学術研究行動規範

を遵守すること、不正行為を行わないこと及び加担しないこと等を「国立大学法人宮城教育

大学における研究活動の不正行為の防止に関する規程」で定めている。 

 

 研究者等に対し、大学全体で実施している研究倫理教育については、研究・連携推進課が

事務担当となり、研究不正防止、研究者倫理、各種学内規程など、各自、研究倫理教育を受

講することについて通知している。 

 教材としては、日本学術振興会「科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－」の

通読、科学技術振興機構「THE LAB 研究不正を避けるために」の視聴としている。 

受講が終了した後、報告書にて受講終了の旨を事務局に報告することとしており、平成２

８年３月に、当時在籍していた全教員に対して研究倫理教育を実施済である。以降、新任教

員等には随時対応している。 

 

 

 

（３）学生に対する研究倫理教育 

 

 学生に大学全体として実施している研究倫理教育については、教授会にて、担当理事から

特に卒業論文や修士論文等の作成が本格化する後期（10 月頃）に学生に研究倫理教育を行

うよう案内している。 

その後、事務局から全教員に、参考の研究倫理教材（PDF 等資料）をメールし、指導内容

については、特定不正行為である捏造・改ざん・盗用と、その他の不正行為に当たる二重投

稿・不適切なオーサーシップを含めた内容での研究倫理教育の実施を呼びかけている。 

 教材としては、参考資料として、JST「研究者のみなさまへ～責任ある研究活動をめざし

て～」抜粋を配布している。 

 研究分野や研究内容が多岐にわたっており、大学として実施形式を定めることが難しい

ことから、研究分野や研究内容の特性に応じて、指導教員が研究活動、レポート、論文指導

等の過程において個々に実施している。 

 

 研究室等における研究倫理教育の事例として、音楽教育分野では、歌唱時の音程等に関し、

学外者等の協力を得て調査研究を行うなど、人を相手とする研究において配慮すべき事柄

や個人情報の保護等に留意して、研究計画や研究の実施に係る指導を行っている。 
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歴史的分野では、歴史的事象について、自分の関心に基づく問題設定をし、史料を比較し

考察することが重要である点を強調しつつ、典拠の明記やオンライン情報の不安定さの理

解等、参照すべき情報の信頼性を常に判断するとともに、それらの恣意的な利用・解釈を避

けるよう、批判的思考を重視した指導を行っている。 

 

理科教育分野では、授業の中で、研究倫理教育の文献を項目毎に学生が分担してポイント

を整理し、理解した内容を全体に向けて発表・授業する活動を通じて、研究倫理に関する知

識の定着や学校教員に必要な説明能力等を身に付けさせるための教育指導を行っている。 

 

 

 

（４）一定期間の研究データの保存及び開示 

 

 保存を義務付けている研究データの種類・範囲については、国立大学法人宮城教育大学に

おける研究活動の不正行為の防止に関する規程にて「論文・著書等により発表した研究成果

にかかわるすべての研究データを研究成果の発表時点から、原則として、資料（文書、数値

データ、画像など）は 10 年間、試料（実験試料、標本）や装置など「もの」は 5 年間、善

良なる管理者の注意義務をもって保存し、第１２条に定める研究活動不正行為調査委員会

から要請があった場合には開示すること。」としている。 

 

 保存対象の研究データと廃棄する研究データについては、研究分野や研究内容が多岐に

わたっており、大学として一律の基準を設けることが難しいことから、研究分野や研究内容

の特性に応じて、研究者の判断に委ねている。また、転出又は退職する研究者が保有する研

究データの保存については、研究者単位で責任を持って対応している。 

 

 

 

（５）その他研究公正の推進に向けた取組 

 

 附属図書館では、学生がレポート執筆に取り組むために必要なスキルを効果的に修める

ために、「エール！レポート作成の初歩 2017」として冊子を配布しており、アカデミック・

リテラシーとして求められる、引用ルール・参考文献等の内容も取り扱っている。 
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エール！レポート作成の初歩 2017 宮城教育大学附属図書館 
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 教職大学院では、学術刊行物として発行するリサーチペーパーについて、「リサーチペー

パー作成要領」で著作権や個人情報等への配慮について明示するとともに、「リサーチペー

パー執筆の手引き」において、引用・参考文献の具体的な記載等を定めている。 
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リサーチペーパー作成要領 
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リサーチペーパー執筆の手引き 
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調査結果 群馬大学  

 

 

（１）研究倫理教育の体制 

 

 ガイドラインを踏まえた研究倫理教育の体制については、大学の研究活動における不正

行為の防止等について統括し、最終責任を負うものとして最高管理責任者を置いている。ま

た、各学部に研究倫理教育責任者を置き、公正な研究活動にかかわるすべての研究者等に対

して倫理教育を実施し、その受講状況を管理するとともに、理解度の把握を行っている。 

 

 大学全体の実施計画として、中期計画及び年度計画に以下のとおり策定している。 

 

 中期計画 
・ ｢研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン｣や｢研究機関における公的

研究費の管理・監査のガイドライン｣を踏まえ、倫理教育及びコンプライアンス教育の強化

等のための研修会を開催するなど、教職員の意識啓発を行う。また、不正を事前に防止する

体制の不断の見直しを行うとともに、不正防止計画の策定、組織としての管理責任体制を明

確化するなど、不正防止体制を充実させる。 
 
 年度計画 

・研究活動の不正行為防止のため、学内説明会を開催するとともに、本学で研究に携わる者に

対しては、研究倫理教育の e ラーニングを受講・修了させ、理解度の把握、受講管理を行

い、意識向上を図る。また、学内ホームページに不正防止体制や学内規程等を掲載し、教職

員等へ周知する。 
 

 全学的に、研究に従事する場合は、公正活動教育として、「資金適正執行教育」及び「研

究倫理教育」の受講を義務付けている。大学の資金適正執行委員会の審議内容等については、

教授会で報告するとともに、教職員全員に直接メールにより周知している。 

 

 部局等における年度計画等を踏まえた取組について、以下のような事例がある。 

 

  医学系研究科 
・群馬大学全体の年度計画に従って、研究倫理教育責任者（研究科長）から、学部等の教職

員に対して研究倫理教育を受講するように通知し、学部等で定めた期限までに受講して

いない教職員に対して受講の指導を行うとともに、教授会において講座主任等に対して

も未受講者に受講を指導するように周知をしている。 
 

  保健学研究科 
・群馬大学全体の年度計画に従って、保健学研究科教員全員が研究倫理に関する講習を受

講することを義務づけている。また、臨床研究を行う教員では、毎年、附属病院が実施す

る臨床研究倫理に関する講習を受講し、受講しない場合は臨床研究を実施することがで

きない。研究科長を責任者として、教授会で報告、確認する。また、大学院生については

大学院教務部会で把握、指導している。 
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（２）研究者等に対する研究倫理教育 

 

 研究者等に対して、大学が実施している研究倫理教育については、一般財団法人公正研究

推進協会（APRIN）提供の研究倫理教育 eラーニング（eAPRIN）を導入しており、公正な研

究活動に関わる全ての研究者に対して、6単元（責任ある研究行為について、研究における

不正行為、データの扱い、オーサーシップ、盗用(生命医科学系)、公的研究費の取扱い）を

履修させ、全ての単元で 80 点以上の取得を課しており、3 年に 1 度受講することとしてい

る。 

 履修状況については、役員連絡会及び教育研究評議会において報告し、未受講者に対する

履修の徹底を図っている。これを受け、各学部ではメールで周知するとともに、教授会で報

告している。未受講者には、ペナルティとして研究費を減額している。 

 

 また、全教職員を対象とした公正活動教育（資金適正執行教育・研究倫理教育）を毎年度

1 回実施している。 

 

新任教員に対しては、「群馬大学新任教員説明会」を実施し、研究活動におけるコンプラ

イアンスについて独自に作成した説明資料「研究活動におけるコンプライアンスについて」

を用いて、年度当初に毎年度実施している。 
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群馬大学 新任教員説明会資料「研究活動におけるコンプライアンスについて」 

 

 このほか、教職員を対象として毎年度 1 回実施している科学研究費助成事業公募説明会

において、不正行為防止について説明している。 

 

 

（３）学生に対する研究倫理教育 

 

学生に対して実施している研究倫理教育については、大学として、研究倫理について啓発

するために、学生にも「責任ある研究者として～研究倫理～」のリーフレットを配付し、研

究に関わる際には「研究者」とみなされ、研究遂行にあたって様々な研究活動に関する法令

や規程を遵守し、研究の質の維持と向上に努めることを指導している。 
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責任ある研究者として～研究倫理～ リーフレット資料 
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学部・研究科において行っている研究倫理教育について、社会情報学部では、研究の進め

方等に必修科目「研究方法基礎論」、選択必修科目「研究方法（事例研究法）」「研究方法（実

験研究法）」を 2学年前期までに履修することとしており、研究倫理についても教授してい

る。また、4年次の「卒業研究」において個別に指導を行っている。 

 

医学系研究科及び保健学研究科では、共通科目として研究倫理の科目（「研究倫理（講義）」

及び「研究倫理（Eラーニング）」）を開講し、必修科目としている。 

対面式の集中講義では、倫理的な基本と実際的な手引きから構成され、研究協力者の募り

方から、リスク／便益の評価、個人情報保護、倫理審査委員会の受審、試料・情報の保存、

論文投稿までを扱い、最後に小グループに分かれてケース・スタディを行っている。 

また、e-learning による研究倫理教育の受講も必須科目として義務付けており、集中講

義の前に全項目の受講が終了するように指導している。 

 

○集中講義の内容 
Ａ．カロリンスカ研究所ドキュメント番組視聴、Ｂ．研究倫理の背景、Ｃ．被験者・研究協

力者の選定・募集・謝礼、Ｄ．プライバシーと個人情報保護、Ｅ．リスク・ハームと便益の

評価 インフォームド・コンセント、Ｆ．情報開示・ 偶発的発見・有害事象、Ｇ．研究デ

ータ・試料の保存について、Ｈ．研究と診療の区別、Ｉ．ケース・スタディ 小グループ討

議、Ｊ．人を対象とする医学系研究倫理審査委員会の審査の要点について、Ｋ．論文投稿 
 

○e-learning の内容 
１．責任ある研究行為について、２．研究における不正行為、３．データの扱い、４．共同

研究のルール、５．利益相反、６．オーサーシップ、７．盗用、８．ピア・レヴュー、９．

メンタリング、10．公的研究資金の取り扱い、11．生命倫理学の歴史と原則、そしてルール

作りへ、12．研究倫理審査委員会による審査、13．研究における個人に関する情報取扱い、

14．研究におけるインフォームド・コンセント、15．特別な配慮を要する研究対象者 
 

また、医学系研究科、保健学研究科で開講している「研究倫理（講義）」及び「研究倫理

（E ラーニング）」については、大学院共通科目として全大学院生が履修することができる

こととしている。 

 

理工学府では、博士後期課程学生に対して、必修科目「理工学研究特別演習」において、

研究倫理教育及び研究不正防止教育を目的とし、eAPRIN を使用しており、単位取得要件の

一つとしている。「理工学研究特別演習」には、文献の引用の仕方、研究の進め方、研究者

倫理に係る内容が含まれている。 
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このほか、研究室・研究グループにおいて、行っている研究倫理教育に関する取組事例と

して、以下のようなものがある。 

 

保健学研究科 
・ラボミーティング、ラボノート、ラボ内のデータ共有について、保健学研究科教員全員にア

ンケート調査を実施し、ラボノートの保存と内容を共有するための手段について確認して

いる。博士論文に関しては、その審査に先立ち、論文に不正がないかチェックすることを義

務づけている。 
 
理工学府 
・実験ノートに実験データ等を記録させ、学生の卒業・修了後にラベルを貼って保管している。 
・実験データ等については、研究室単位でハードディスク等に保存している。 
・実験装置、実験の様子の写真をこまめに撮影する。 

 

 



 - 45 -  
 

 

「実験ノートについて」資料（理工学府） 
 
 
生体調節研究所 
・研究室主宰者が中心となり、必要に応じてラボミーティング等で研究倫理教育を実践してい

る。 
 

なお、研究倫理教育に関連する科目については、ディプロマ・ポリシーに掲げられた倫理

と研究能力とに深い関わりがある。 

 

ディプロマ・ポリシー（大学院）：幅広く豊かな学識に立脚し、専門分野において創造性豊か

に自立して研究活動を実践でき、高度な専門性・国際性を必要とする職業を担うための能力を

身に付け、研究者・技術者・高度専門職業人としての倫理観を身に付けている人物（後略）。 
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（４）一定期間の研究データの保存及び開示 

 

 保存を義務付けている研究データの範囲、保存期間、保存方法等については、「国立大学

法人群馬大学における研究資料等の保存方法等に関する内規」において、以下のとおり規定

している。 

 

研究データの範囲及び保存方法 
・研究者は、実験・観察をはじめとする研究活動においては、得られた結果である研究資料等

とともにその過程を実験ノート等の形で記録に残さなければならない。 
・研究者は、論文や報告等、研究成果発表の基となった研究資料等のうち、文書、数値データ、

画像等及び実験試料、標本、装置等については、事後の利用・検証に堪えるよう適正な形で

保存しなければならない。 
 
種類別の保存期間 
・資料等の保存期間は、原則として、当該論文等の発表後 10 年間とする。ただし、各学部等

において各研究分野の特性に応じ、これと別に定めることができる。 
・試料等の保存期間は、原則として、当該論文等の発表後５年間とする。ただし、保存が本質

的に困難なもの（不安定物質、実験自体で消費されてしまう試料等）や、保存に多大なコス

トがかかるもの（生物系試料等）についてはこの限りではない。また、各学部等において各

研究分野の特性に応じ、これと別に定めることができる。 
 

部局等における研究データの保存等に関して、次のとおり取扱っている。 

 

・理工学府では、研究ノート、研究プロトコル、各種データ・質問票等の記載・保管、管理に

ついて「研究ノートの作成・保管に関するガイドライン」を策定し、指導教員の指示に従っ

て運用している。 
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研究ノートの作成・保管に関するガイドライン 

（2019 年 4 月 群馬大学大学院理工学府） 
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・医学系研究科においては、人体から取得された試料及び情報については、人を対象とする

医学系研究に関する倫理指針（平成 26 年 12 月 22 日厚生労働省・文部科学省制定）に基づ

き、群馬大学人を対象とする医学系研究倫理審査委員会又は群馬大学医学部附属病院臨床

研究審査委員会において承認を受けた申請書又は研究計画書に記載された保存期間とする。 
病理部が保管する病理標本（ブロック）から研究用の免疫染色用標本や DNA 抽出用標本等

を作成し、研究材料として使用する場合、その保存期間は、標本取得日を明示した上で、当

該研究の論文等の発表後 10 年間とする。 
 
・生体調節研究所においては、「研究データ・サンプル・実験ノートの保存に関する申し合わ

せ」により、発表論文に使用した実験の一次データや実験ノート等文書を電子化し、所長に

提出することとしており、所長は電子資料を原則 10 年間保存している。 
 

 保存対象とする研究データとして、発表論文に用いた重要な（研究結果を再現する際に譲

与すべき）研究サンプルの全てを対象に、原則 5年間、研究室主宰者あるいは論文責任者等

のしかるべき責任者が保存管理することとしている。この時に、5年間保存等の誓約ととも

に所在を定めた文書を所属長に届け出ることとしている。 

 

研究資料を保存する研究者が異動又は退職する場合は、所属する研究室主宰者に、異動又

は退職後の研究資料の所在について届け出るものとする。このとき、やむを得ない理由で研

究資料の所在が学外になるものがあるときは、あらかじめ研究室主宰者に相談し、かつ、研

究科等の長の許可を得るものとする。 

 研究室主宰者が異動又は退職する場合は、主宰する研究室において保存するすべての研

究資料の所在について、所属の長に届け出るものとする。 

研究室主宰者が異動又は退職する場合で、やむを得ない理由により、研究室主宰者自らが

保存管理している研究資料の所在が学外になるものがあるときは、あらかじめ研究科等の

長に相談し、許可を得るものとする。 

 

・生体調節研究所においては、「研究データ・サンプル・実験ノートの保存に関する申し合わ

せ」により、転出又は退職する研究者が保有する研究データの保存について、管理責任者や

保存場所を変更する際には、文書でもって変更内容及び期限までの保存の誓約等とともに

所長に届け出る。また、研究室主宰者等が転出又は退職に際して、後任の管理責任者が定め

られない場合は、研究サンプル及びオリジナル実験ノートの保存を所長に願い出て、所長が

期限まで保存することとしている。 
 

 研究データの帰属先については、「国立大学法人群馬大学における研究資料等の保存方法

等に関する内規」において研究室主宰者と規定している。 
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（５）その他研究公正の推進に向けた取組 

 

博士論文について、剽窃防止対策ソフト（iThenticate）による論文チェックを行い、適

合率が高いと指導教員が判断した場合には、学生に対して書き直しを要求するものとして

いる。 

 

 医学系研究科では、臨床研究を実施する責任医師、分担医師及び研究協力者に対しては、

全学的な研究倫理教育とは別に、研究開始前に臨床研究に関する講習会等の受講を義務付

けている。 

 

 保健学研究科では、大学院生に実験ノートを配付し、定期的に研究室で指導教員も含め、

複数で内容を確認し、署名することで結果等の改ざんを予防している。また、大学院修了時

には、実験ノートや実験データは指導教員に返却し、指導教員が保管することを必須として

いる。 

 

 公正活動教育の未受講者にはペナルティとして研究費を減額することとしており、平成

31 年 4 月 1 日時点で平成 30 年度から継続して在職している常勤職員及び医員のうち、2019

年度に大学が開催予定の資金適正執行教育及び研究倫理教育について、2019 年 9 月末まで

の未受講者数に【教員一人当たりの研究経費単価】を乗じた額に 80％を乗じた額の研究費

を減じ、2020 年度においては、当初から研究基盤経費の教員数（定員）を減じて積算する

こととしている。 
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調査結果 防災科学技術研究所 

 

 

（１）研究倫理教育の体制 

 

 ガイドラインを踏まえた研究倫理教育の体制については、昨年度までは、総務部総務課が

研究倫理教育を担当していたが、今年度から、専門部署の法務・コンプライアンス室を設置

し、法務・コンプライアンス室長を研究倫理教育責任者とし、法務・コンプライアンス室が

主導して職員に研究倫理教育を実施している。 

 

 研究所全体の実施計画については、「国立研究開発法人防災科学技術研究所年度計画」に

おいて以下のとおり策定し、当該年度計画を基本に、e-ラーニングによる学習(研究不正や

個人情報保護)や、講師による「公的研究費の適正な執行に関する全所説明会」、「コンプラ

イアンス研修」を実施している。 

 

（１）研究倫理の確立及びコンプライアンスの推進 
研究開発活動の信頼性の確保、科学技術の健全性の観点から、研究不正に適切に対応するた

め、理事長のリーダーシップの下、予算執行及び研究不正防止を含む防災科研における業務全

般の一層の適正性確保に向け、厳正かつ着実にコンプライアンス業務を推進する。また、コン

プライアンス遵守に向けた体制整備等、ガバナンスの強化を図り、必要に応じて不断の見直し

を行う。適正な業務運営及び国民からの信頼を確保するため、適切かつ積極的に情報の公開を

行うとともに、個人情報の適切な保護を図る取組を推進する。具体的には、「独立行政法人等

の保有する情報の公開に関する法律」（平成 13 年法律第 140 号）及び「個人情報の保護に関

する法律」（平成 15 年法律第 57 号）に基づき、適切に対応するとともに、職員を対象に定期

的に不正防止や個人保護情報等に係る説明会、ならびに e-ラーニング等を活用した理解度調

査を実施する。 
 

 研究倫理教育の履修管理については、APRIN e ラーニングプログラムにより受講者の履修

状況を把握し、法務・コンプライアンス室にて受講状況を定期的に確認している。受講状況

を踏まえ、所属部門長へ部員の履修状況を報告し、未受講の者に対しては受講を指導するよ

う依頼している。研究費の取り扱いに関しては、「公的研究費の適正な執行に関する全所説

明会」を実施し、説明会終了後には、確認テストを実施。正答率の悪かった箇所は、翌年度

の研修内容に活用することとしている。 
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（２）研究者等に対する研究倫理教育 

 

 研究者等対して、研究所全体で行っている研究倫理教育については、①APRIN e ラーニン

グプログラムを通年受講可能としている。また、研究費の取扱いに関して、②公的研究費の

適正な執行に関する全所説明会を年 1 回、例年 1月末に実施している。 

 

①APRIN e ラーニングプログラムの学習内容（10 項目） 
  研究不正、工学研究におけるデータの管理上の倫理問題、理工学分野における利益相反、責

任あるオーサーシップ、理工学研究領域の論文発表とピア・レビュー、理工学分野における共

同研究、研究者の社会的責任と告発、環境倫理：工学研究の環境的側面と社会的側面、メンタ

ーとアドバイザー、公的研究費の取り扱い 
 
②公的研究費の適正な執行に関する全所説明会の内容（5 項目） 

公的研究費の管理・監査について、外部資金の執行上の注意について、契約手続きの注意点

について、「検査事務」及び「物品管理」の徹底について、勤怠管理と懲戒 
 

 このほか、研究所の役職員が、研究不正を含めて、社会への信頼を失うことがないように

高い倫理観を持った行動、態度を求めて、コンプライアンスガイドブックを作成している。

携帯できる冊子として、常日頃手元において、自己の行動を見直すきっかけとなることを期

待している。 
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コンプライアンスガイドブック 防災研 

 

 

（３）一定期間の研究データの保存及び開示 

 

 保存を義務付けている研究データの範囲、研究記録の保存・管理については、「研究記録

の管理・保存実施要領」で定めており、研究記録とは次のとおりとし、「①資料(実験・観測

データ、画像等)②試料(実験試料、標本等)又は装置等の有体物③その他の研究の計画、計

画の変更、過程又は結果を示すもの」を後日の利用・検証に耐え得るような適正な形で保存

するよう要求している。保存期間については、①資料が 10年、②試料及び装置等の有体物

の保存期間は、5 年としている。 

 

 保存対象の研究データと廃棄する研究データの区分については、研究者が自身の研究活

動行うにあたり、その正当性を示せるように研究記録を管理・保存することとしているため、

研究所における活動に用いるものは基本的に保存対象となる。但し、基盤的観測網等により

取得し公開された観測データ及び実験等により取得し公開された実験データについては保

存を要しない。なお、保存期間満了前に廃棄をする特別な理由がある場合には、研究倫理統

括者である理事の承認を得て、研究記録を廃棄することができるとしている。 
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 転出又は退職する研究者が保存する研究データの保存については、研究者が退職する場

合、その研究部門の長は、研究記録が適切に保存されていることを確認し、保存状況が損な

われないよう、保存場所を確保することとしている。研究データを研究所から持ち出す場合

には、研究倫理統括者(理事)の承認を必要とし、コピーを残す等の条件付すこととしている。 

 

 研究データの保存に関する管理コストについては、各研究部門の年度予算にて処置され

ている。研究所の研究活動の過程又は結果として生じた研究記録は、公的資金によって生み

出された重要な知的財産であり、研究所に帰属することとしている。研究者が所属する研究

部門が保有の条件を有しているが、研究所の組織改編等があった場合には、研究倫理統括者

（理事）が新たに研究データの保存をどの部署で行うかを決定することとしている。 

 

研究部門における研究データの保存・管理等に関して以下のような事例がある。 

 

火山防災研究部門では、火山研究として、観測、予測、対策に関する研究を行っている。 

例えば、基盤的火山活動観測網（V-net）を設置し、地震計・傾斜計・GPS により、定常観

測・臨時観測を行い、火山現象・災害過程を把握している。また、火山現象の物理化学に関

して数値実験や物質科学により、噴火予測と災害予測に資する研究等を行っており、火山に

かかる物質等の試料や数値実験データ等の生データ等を保存し、研究データや観測データ

を研究者等に提供している。 
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防災研の火山研究 

 

 さらに、リモートセンシング技術等による火山観測データを活用し、火山現象のメカニズ

ムや火山災害過程を把握するための研究開発を行っている。例えば、浅間山では地上設置型
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レーダー干渉計により、これまで困難であった時空間波長の地殻変動をモニタリング手法

の研究を行っている。霧島山（新燃岳）では、衛星 SAR を用いて火口の画像を解析し、流出

率の時間変化等、火口周辺の地殻変動・溶岩流出について研究し観測データを提供している。 

 

 
多角的火山活動評価に関する研究 
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 水・土砂防災研究部門では、研究等で得られた観測データを、研究者等が利活用可能な形

式にして共有している。例えば、降雨は雨粒の大きさと形状により強弱が決まるため、雨粒

の扁平な形により生じる位相差を測定できる X バンド MP レーダーを使い、従来からある電

磁波の散乱強度のみを測定する気象レーダーより、雨量を高精度・短時間で推定するための

手法を研究開発し、データ提供等を行っている。 
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水・土砂防災研究部門における研究活動 

 

このほか、大型降雨実験施設を運用しており、降雨強度や雨滴の大きさを調整することに

より、霧雨からゲリラ豪雨まで自然に近い降雨を再現でき、土砂災害や洪水のメカニズムに
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関する実験を行っている。例えば、斜面崩壊危険度予測技術については、大型降雨実験施設

において、斜面の危険度を検知できる監視センサーを用いた試験を行うとともに、現地での

観測による実証実験を行い観測データや分析値の情報提供を行っている。 

 

防災研 概要説明資料 大型降雨実験施設 

 

水・土砂防災研究部門における研究活動 
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（４）その他研究公正の推進に向けた取組 

 

 今年度から、研究部門を単位としたリスクの洗い出しを実施し、リスク原因や部門の対応

策を調査した。これに伴い、リスク管理計画表を全面的に見直し、モニタリングが可能とな

るよう講ずべき対策を明記した。 

 

 研究所の職員は、原則として研究の成果を自らの判断により公表することができるが「所

外研究発表取扱規程」において、発表を行う際には、所属長に事前に連絡することとしてい

る。また、必要に応じて研究発表の是非を発表者と協議し、社会的な影響が大きいと判断さ

れる場合には、企画部企画課と協議することとしている。 
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調査結果 東京大学 

 

 

（１）研究倫理教育の体制 

 

 研究倫理教育の体制については、国立大学法人東京大学における研究活動上の不正行為

の防止に関する規則第６条により、以下の通り定めている。 

 

 

研究倫理教育の推進体制 

 

 大学全体の実施計画等については、研究倫理を遵守する環境を作り上げるために、大学と

して取り組むべき事項を示すものとして、平成 26年 3 月に「研究倫理アクションプラン～

高い研究倫理を東京大学の精神風土に～」を定めている。 

 研究倫理アクションプランにおける、責任や役割分担は以下の通り。（Ⅱ．組織・環境の

整備 １．責任ある体制の整備を） 

 

 ・本部に研究倫理を遵守する環境整備の推進部署として研究倫理推進室を新設 
 ・各部局に研究倫理教育・研修や体制整備の推進等を行う研究倫理担当者を設置 
 ・担当理事、研究倫理担当者等による研究倫理推進のための定期的な会合の開催 
 ・コンプライアンスに関する全学的な体制強化、担当部署間の連携強化 
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 各部局で策定している研究倫理教育実施計画では、教職員（研究活動に従事している者、

研究費の運営・管理にのみ関わる者）および大学院学生のそれぞれについて、実施方法と受

講サイクルの 2項目を定めている。実施方法では、使用する教材や形式等を、受講サイクル

では、何年ごとに研究倫理教育を受講させるかということについて、各部局で計画を立てて

いる。以下の部局では、研究倫理に関する独自の組織をおいている。 

 

 ・医学系研究科：研究倫理支援室、医科学研究所：研究倫理支援室、定量生命科学研究所：研

究倫理推進室、東洋文化研究所:研究倫理委員会、先端科学技術研究センター：研究倫理委員

会 
 

 研究倫理教育の履修管理は、研究者から各部局への確認書の提出をもって行っている。確

認書は、研究倫理教育の内容を理解したうえで、提出することとしている。研究倫理教育の

受講率は、研究活動に従事している者について、43 部局等のうち 15部局等において受講率

100％を達成している一方、異動者の受講履歴の追跡や調査時期等の要因により、3 部局等

において 80％未満となっている。（平成 31年 1 月現在） 

 

 

（２）研究者等に対する研究倫理教育 

 

 研究者等に対して、大学全体として実施している研究倫理教育については、研修等の映像

を、東大 TV にて学内向けに配信し、常時閲覧可能な状態にしている。また、日英併記のリ

ーフレットを作成し、各部局に配付しているほか、web ページで pdf を公開している。リー

フレットには、「東京大学の科学研究における行動規範」を掲載しているほか、研究活動の

不正行為や、責任ある研究活動についての説明を記載している。 

 

・新任教職員研修：毎年 4月上旬に行われる新任の教員・職員を対象とした研修。主催は人事

部人材育成課職員評価・研修チーム。本研修の一つの単元として、研究倫理に関する講義を

行っている。 

 

・研究倫理ウィーク：研究倫理アクションプランにより、毎年 9月第一週を研究倫理ウィーク

と定めている。これまでに、研究倫理教材、論文執筆の作法、データ保存、会計及び監査領

域における不正リスク要因、文科省ガイドライン等の説明、等のテーマを取り扱っている。

令和元年度は研究倫理セミナーを開催し、JST による講習会・映像教材の実演、学内講師に

よる基調講演、パネルディスカッションを行った。 
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（３）学生に対する研究倫理教育 

 

 学生に対して実施している研究倫理教育については、各部局が主体となり、入・進学時ガ

イダンスでの説明や、資料の作成・配布、授業の設置などを行っている。 

 

・入学時、進学時ガイダンス（主に 4 月・9 月）：入・進学時に受講後、一定期間を空けて二

度目のガイダンスの受講を義務付けている部局もある。 

 

・授業：選択科目として複数部局で開講されているほか、5部局で必修科目に指定されている。 

 

・その他：複数の部局が、定期的に講演会や研修会、特別講義などを開催している。いくつか

の部局が合同で研修会を開催している例もある。 

 

 各部局における研究倫理教育に関しては、以下のような取組例がある。 

 

・教養学部：教養学部には学部 1年、2年の学生がすべて在籍しており、入学した最初の学期

に履修する必修科目「初年次ゼミナール（文科・理科）」の中で、文科・理科それぞれの教

材を用いてアカデミックスキル（人文・社会科学における研究技法や研究倫理）、サイエン

ティフィック・スキル（自然科学における基礎的な研究技法や研究倫理）等を学習している。 

 

・工学系研究科、情報理工学系研究科：新任教職員研修会にて、研究倫理について講義を行っ

ている。 

 

・医科学研究所：研究倫理指導員を各研究室に 1 名ずつ任命している。研究倫理指導員には、

原則として 1年に 1回、研究倫理指導員向けの研修会への参加を求め、研究室内への周知徹

底を図っている。 

 

 農学生命科学研究科・農学部では、平成２３年度から、入学時・進学時にガイドブックを

配布して説明・注意喚起をしている。また、博士論文申請時には、ガイドブックを熟読し、

そこに記載された内容を理解しており、これらをはじめとする諸規範を遵守していること

を確認してサインすることとしている。さらに、剽窃チェックソフトで全ての博士論文を確

認（平成 26 年度～）するとともに、研究倫理教育に関する講習会受講を義務化（平成 27年

度～）している。 
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研究者として責任ある行動 学位を取得するためのガイドブック 

農学生命科学研究科・農学部 日本語版／英語版 
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 定量生命科学研究所では、研究倫理セミナーを定期的に（原則的に年３回）開催してお

り、例えば、研究不正が起こる背景や不正防止のための取り組みとして、ラボノート・デ

ータ保存についてセミナーを実施している。 

 

 

定量生命科学研究所の研究倫理教育の会場写真 

 

 また、画像加工の基本に関しても、してはいけない調整（例えば、非線形の明度変換等）

を説明するとともに、論文投稿規程の最新動向、p値の正しい利用等を研究倫理セミナーで

取り上げている。 
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「定量研 研究倫理セミナー ２０１９年度第一回」資料 

 

 

 

（４）一定期間の研究データの保存及び開示 

 

 研究データの保存等については、ガイドラインおよび日本学術会議の「科学研究における

健全性の向上について」を踏まえ、全学的な規則として、「国立大学法人東京大学における

研究資料等の保存に関する指針」（第 5条）で次のとおり定めている。 

 論文等の成果発表の根拠となった研究資料等の保存期間は、原則として次のとおりとす

る。ただし、研究分野の特性に応じ、各部局又は各研究分野において別の定めをすることが

できる。 

 

 (1) 文書、数値データ、画像などの研究資料 10 年間 

 (2) 試料や標本などの有体物 5年間  

 

分野（部局）による取組の違いについては、文系の部局の多くは、文献資料や、外部サー

バに保管されているデータの保存について定めている。 

 また、多くの理系部局においては、ラボノート等の紙媒体のデータ、文書・実験数値・画

像等のデジタルデータ、実験試料や標本等の「もの」の保存について定めている。 

 

 特に、医学系研究科・理学系研究科・農学生命科学研究科・薬学系研究科・医科学研究所・

分子細胞生物学研究所（現 定量生命科学研究所）を中心とした生命科学系においては、当

該研究分野で想定される共通事項を記載した「東京大学生命科学系研究データ保存のガイ

ドライン」が提案され、このガイドラインおよび全学の指針を参考として各部局ごとに対応

することになっている。 
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このほか、定量生命科学研究所では、論文の最終原稿と図、論文に使用した全ての生デー

タ、論文作成が適切に行われたことの「チェックリスト」を提出することが義務付けられて

おり、論文データのアーカイブ化、公開を支援するシステムとして MOD システム(Manuscript 

scan & Original data Deposition)を運用している。 

 

  

  

  

 

「全論文データの登録・保管・公開を支援するフレームワークの開発 

～生命科学分野における取り組み～」資料（定量生命科学研究所） 
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（５）その他研究公正の推進に向けた取組 

 

情報学環・学際情報学府では、大学院生が「主指導教員」に加えて「副指導教員」からの

指導を受けることができるという充実した個別指導体制の下で、日頃の研究倫理教育と不

正防止の指導を行っている。 

 

定量生命科学研究所では、研究室における閉鎖性を撤廃することを目指しオープンラボ

化に取り組む「学生支援室」を設置している。学生支援室では、学生相談窓口の運営や、研

究所内リトリートの企画、定期的な研究所内発表会の企画運営を主に行っている。 
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調査結果 お茶の水女子大学 

 

 

（１）研究倫理教育の体制 

 

ガイドラインを踏まえた研究倫理教育の体制については、最高管理責任者（学長）、研究

コンプライアンス統括管理責任者（研究担当副学長）のもとに各学部、研究科のほか機構、

本部組織、附属学校等も含めてきめ細かな組織単位を部局とし、それぞれの部局長を「研究

コンプライアンス推進責任者」として、研究活動における不正行為の防止、研究コンプライ

アンス、研究倫理に関する教育に関し、実質的な責任を負うこととしている。（国立大学法

人お茶の水女子大学における研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規程第 4 条

第 5項） 

研究協力課

本学の不正防止責任体制

研究活動不正防止規則において、本学で行われる全ての研究活動に対しては、学長が最高管
理責任者、研究を担当する副学長が研究コンプライアンス統括管理責任者、各部局長等が研
究コンプライアンス推進責任者として、不正行為を防止するための対策を策定・推進し、不正行
為への対応を行うことになっています。

最高管理責任者（学長）

研究コンプライアンス統括管理責任者（研究を担当する副学長）

研究コンプライアンス推進責任者（部局長）
研究倫理教育責任者

研究コンプライアンス推進副責任者

研究不正防止計画推進委員会

研究不正防止対策推進部署 研究コンプライアンス統括管理責任者

研究コンプライアンス推進責任者のうち
下記※の部局長

弁護士、公認会計士、研究経験を有する者等、
最高管理責任者が指名する外部有識者

※各学部長、大学院人間文化創成科学研究科長、保健管理センター長、各系長、グローバル女性リーダー育成研究機構長、ヒューマンライフイノベーション開発研究
機構長、理系女性教育開発研究機構長又は副機構長、全学教育システム改革推進本部本部長、国際本部本部長、附属学校を担当する副学長

 

お茶の水女子大学の不正防止責任体制 

 

大学全体の実施計画については、中期計画により「研究活動における不正行為、研究費の

不正使用に関し、管理組織・管理責任・管理方法を明確にして学外へ公表していくとともに、

映像教材、パンフレット、法令に関わるセミナー等を通して、倫理教育を徹底する。」とし、
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年度計画においても不正防止の取り組み推進について明確化している。また、研究不正防止

計画推進委員会により年度ごとに不正防止計画を策定するとともに、研究コンプライアン

ス推進責任者からの報告に基づき、定期的に不正防止計画の見直しを行っている。 

 

 

平成 31 年度 国立大学法人お茶の水女子大学不正行為防止計画 
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 なお、責任及び役割分担に関しては、国立大学法人お茶の水女子大学における研究活動に

係る不正行為の防止及び対応に関する規程に基づき、以下のとおりとしている。 

 

研究不正防止計画推進委員会 

不正防止計画を定め、学内外に周知する。 

 

研究コンプライアンス統括管理責任者 

  不正防止計画の実施状況を定期的に研究コンプライアンス推進責任者から報告を受け、実

施状況を確認する。不正防止計画の実施状況を最高管理責任者に報告する。 

 

大学における研究倫理教育の履修管理については、毎年 2 回の研究不正行為防止の研修

を行い、研修参加者全員に誓約書とアンケートの提出を義務付けており、それらの提出をも

って履修管理を行っている。アンケートには理解度を測る設問を設け、アンケート結果を集

計することで理解度を把握している。理解度の高い設問は次回のアンケートでは外して設

問の入れ替えを行い、研修内容も理解度の低い部分を次回の研修内容に反映させている。 

 

 

（２）研究者等に対する研究倫理教育 

 

 研究者及び研究支援人材について、大学として実施している研究倫理教育としては、研究

協力課主催で大学の教職員を講師とし、年に 2 回講義型研修を行っている。2019 年度の教

員研修については、研究コンプライアンス統括管理責任者である総務・大学改革・研究・イ

ノベーション担当理事・副学長が講義を実施している。また、研修内容を録画し、当日出席

できなかった場合は、別途、動画視聴ができるように工夫している。（研究者等の受講率

100％） 

学習内容については、研究不正防止（捏造、改ざん、盗用、研究費不正使用等）、研究者

倫理（生命倫理、情報倫理、研究倫理、利益相反、安全保障輸出管理、生物多様性）、罰則、

通報相談窓口などを学習内容としているが、直近の不正事案等についても適宜内容として

加えている。 
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2019 年度教員研修「研究不正行為の防止について」 
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 また、大学では APRIN e ラーニングプログラム（eAPRIN）を研究倫理教育の教材として採

用しており、研究者のみならず、研究費を取り扱う事務職員・事務補佐員や大学院生・研究

支援者も受講が必要としている。 

 

 

APRIN e ラーニングプログラム（eAPRIN）コース別受講単元一覧 
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（３）学生に対する研究倫理教育 

 

 学生に対して、大学として実施している研究倫理教育については、関係授業科目において

研究倫理教育を行っている。 

学部の例としては、研究倫理、研究法、インターネットの研究への活用（文教育学部 舞

踊教育学コース）、実験動物関連の法規制、データの取り扱い（理学部生物学科）、研究倫理、

大学倫理規程（理学部化学科）などそれぞれの授業科目の中で必要に応じて学習内容として

取り入れられている。 

 

文教育学部 舞踊教育学コース、心理学コース生活科学部 発達臨床心理学講座、など 

  必修科目であり、学生が授業を通じて卒論の作成に必要な手法について理解し、今後身につ

けるべき手法を明確化することを目標としている。 

 

理学部生物学科 

  学部 1年の必修科目「生物学実習Ⅰ」において、今後の専門科目の授業、実習のために、基

礎的な技術や考え方を学ぶ。その中で、実験ノートの書き方や研究倫理について教育してい

る。 

 

理学部化学科 

学部 1 年の前期必修授業科目の学生実習（基本化学実験Ⅰ）の最初の 4 コマ分を使って、

化学物質のリスクと研究倫理に関する講習を行い、受講しないと実験してはいけないこと

としている。研究倫理に関しても、大学倫理規程を配布し、基本的な事柄についての説明を

行っている。 

 

 大学院の研究倫理教育に関する事例としては、人間文化創成科学研究科生活工学共同専

攻（大学院）では、技術者倫理（前期課程）、研究者倫理（前期課程）、研究倫理・研究マネ

ジメント（後期課程）いずれも必修科目として実施している。 

人間文化創生科学研究科生活工学共同専攻における研究者倫理（前期課程）は以下のとお

りである。 

 

○主題と目標 

授業の到達目標：生活工学分野の研究者にとっての倫理の必要性および重要性を理解し、研究

者倫理の基本的な考え方を学ぶ。 

授業の概要：専門的な知識や技能と同様に、倫理は専門職としての研究者にとって不可欠な基

盤の一つである。本講義では、具体的な事例を交えながら、生活工学分野の研究者と

して研究活動を行う上で必要な研究者倫理の基礎を学ぶ。研究者倫理を担う一人の

研究者として主体的に倫理に取り組むための土台作りをする。 

 

○授業計画 

第１回 授業の進め方について説明し、説究倫理を学ぶ必要性・重要性について学ぶ。 

第２回 生活工学分野の研究倫理に関わる法的問題について解説するとともに科学研究の倫

理に関わるルールの在り方についてディスカッションを行う。 

第３回 人を対象とする研究の倫理について、①歴史的沿革や基礎的事項、②GCP や倫理指針

等の公的ルールを中心に学び理解する。  
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第４回 いわゆる研究不正について、不正の種類や定義等の基礎的な事項を中心に具体例を

ふまえて理解する。 

第５回 研究不正やその可能性に接したときに、研究者としてどのような対応をするべきか

についてケーススタディを通じて検討し、理解する。 

第６回 オーサーシップの問題を中心に研究成果の公表・論文出版における倫理的問題につ

いて理解する。 

第７回 研究における利益相反について、①利益相反が研究の公正性に及ぼしうる影響、②利

益相反マネジメント等を中心に学ぶ。  

第 8回 第 7回までの講義内容の振り返りと具体例を題材にしたディスカッションを行う。 

 

◎研究者倫理の講義では、抽象的に行き過ぎることなく具体的に考える力が重要であるとの考

えから、講義では、生活工学分野における仮想的研究テーマを各教員が題材として作成し、受

講者には（それを実施した場合の）倫理申請書類を作成させている。申請書類は担当教員が採

点する。優れた申請書類を作成した受講者には、講義で発表させるとともに、教員院生間で質

疑を行う。加えて、APRIN e ラーニングプログラム（eAPRIN）の修了を必修としている。 

 

研究室・研究グループにおいて行っている研究倫理教育については、ラボミーティング等

の際、実験ノートやデータの保存等に関して、以下のような取組事例がある。 

 

・論文作成に当たっては、学内学習支援サイト（Plone）を活用し、複数の指導教員や共同研究

者、学生が作成途中の論文を共有フォルダで閲覧しながら行う。 

・ラボノートは、4年生でラボにはじめて配属されるときに所定のものを配布し、ラボミーティ

ングで記入方法について随時説明している。卒業、修了時にはラボノートを研究室に残し保管

しながら、後輩の学生の継続研究に活用している。 

・「実験ノートに関わる知的財産等の法的問題」、「電子実験ノート：機能と導入の紹介、並びに

導入時に検討すべき課題について」をテーマに、学内外の専門家による FD セミナーを行った。 

・Photoshop 等の画像解析ソフトの正しい使用法に関するセミナーを、Adobe 社の専門家を招い

て行った。 

・実験ノートについてはすべて保管している。 

・ラボミーティングでは出来上がったデータではなく、何グラム使用したかという具体的な数値

まで記載し、全員で見ることにより、間違いがないかどうかチェックしている。また、測定デ

ータについては特定のパソコンに保存するようになっており、誰のデータでもすぐに確認で

きるようになっている。 

・4年生で研究室に配属され、研究を開始する前にも再度、研究者倫理規定に基づく倫理教育を

行い、実践の場での適用を図っている。 
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（４）一定期間の研究データの保存及び開示 

 

 研究データの保存等については、実験・観察ノート、実験データその他の研究資料等、研

究に基づき外部に発表する論文及び研究成果を導出するために必要とした各種データを、

原則として、当該研究成果の発表時点から 10 年間保存すると定めている。（国立大学法人お

茶の水女子大学における研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規程第 7 条第 6

項、第 8条） 

人文社会科学研究の倫理審査委員会では、原則としてプライバシーが含まれる情報は可

及的速やかに廃棄する一方、文字化するなどして匿名化したデータは 10年間保存すること

になっている。 

 

 保存対象の研究データと廃棄する研究データについては、規程において、実験・観察ノー

ト、実験データその他の研究資料等、研究に基づき外部に発表する論文及び研究成果を導出

するために必要とした各種データを保存すると規定しており、研究者がこれに照らして区

分している。 

転出又は退職する研究者が保有する研究データについては、各研究室主催者の責任のも

とに原則保管管理されている。研究室主催者が転出又は退職する場合は、当該研究者の研究

活動に関わる資料のうち保存すべきものに係る対象論文名、研究データの保存場所及び後

日確認が必要となった場合の連絡方法等について、部局長等が当該研究者と確認し追跡可

能としておくこととしている。 

 

 

（５）その他研究公正の推進に向けた取組 

 

人間文化創生科学研究科生活工学共同専攻では院生には主指導 1 名、副指導 2 名を配置

し研究指導を行っている。また、半期に一度、専攻内部で研究発表を行っている。それらの

オープンな発表機会ごとに倫理面に関しても具体的な指導を行っている（教員と院生を含

めてディスカッションしている）。研究活動はややもすればクローズドとなりがちであるが、

倫理意識の醸成にはこのようなオープンな場での教員・院生含めた自由な討議が必要不可

欠と考え、今後も、実践を深める考えである。 

 

 大学全体として、研究コンプライアンス総括管理責任者（研究担当副学長）が研究公正に

関する第一人者であり、研究コンプライアンス推進責任者（部局長）とのコミュニケーショ

ンが密にとられており、研究公正に対する意識が高い。各部局においては、例えば、学部生

による研究（主に卒業論文研究）において、人文社会科学研究の倫理審査チェックリストを

作成し、学生自らチェックを行うなどの取組を行っている。 
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学部生による研究（主に卒業論文研究）における 

人文社会科学研究の倫理審査チェックリスト 
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調査結果 帝京大学 

 

 

（１）研究倫理教育の体制 

 

 ガイドラインを踏まえた研究倫理教育の体制については、「研究活動に係る不正防止に関する

規程」を作成し、研究倫理教育責任者を各部署に配置して、責任者を基に研究倫理教育を推進す

る体制を整え、同規程に基づき、研究者倫理委員会を設置している。また事務担当者で構成する、

不正防止推進委員会を設置している。 

 研究者倫理委員会では、不正行為が疑われる場合の通報の流れなどの周知、研究倫理教育の受

講状況の情報共有・事例報告等を行っている。大学では、教員を対象として、eAPRIN の受講を

全学的に義務付けている。 

 不正防止推進委員会では、委員長・最高管理責任者である学長のもと、各キャンパス事務長、

本部および各キャンパスの関連部署が不正防止計画に基づき、進捗状況等の情報を共有すると

ともに、各キャンパス個別の課題について他キャンパスから事例を紹介するなどしている。 

 

 

（２）研究者等に対する研究倫理教育 

 

研究者等について、大学全体として実施している研究倫理教育については、各キャンパスにお

いて実施している。 

 

①板橋キャンパス（医学部・薬学部・医療技術学部共通） 

  各学部（研究科）において、FD の一環としてワークショップを開催しており、その際に、副

統括管理責任者による研究倫理に関する内容の講演を設け、大学の体制、不正行為の例や予防

策、相談窓口等を周知している。医学研究科のワークショップには、公衆衛生学研究科の教員

や医学研究科の大学院生も出席している。 

 

  このほか、倫理指針改定や臨床研究法施行等のタイミングにあわせ、臨床研究センター主催

でセミナーを不定期に開催し、大学院生を含む研究者や研究支援人材に出席を求めるととも

に、当日のセミナー資料や動画をホームページで公開し、視聴可能としている。 

  また、毎年、新入教員説明会を実施し、e-ラーニングによる研究倫理教育受講の義務付け等

を説明している。さらに、昨年から、附属病院の医師、看護師等コメディカル職員、事務職員

を対象に、臨床試験・治験統括センター事務局長による研修会を開催している。 

 



 - 80 -  
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研究活動における不正防止について 知的財産センター長・教授 中西穂高 
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②八王子キャンパス（文系学部・医療技術学部共通） 

毎年、4月の新学期に合わせ新任教員ガイダンスを実施しており、その中で研究支援室が八

王子キャンパスの全学部・研究センターの全新任教員に向けた倫理教育の研修を実施してい

る。 

また、毎年、全新任教員に eAPRIN の修了状況を確認しており、既受講者には受講証明のデ

ータを提出させ、未受講者には受講完了期限を 9 月末として受講の呼びかけを行っている。 

  このほか、副統括管理責任者が行った講義を DVD にして各学部長に配付し、原則として毎年

1 回、各学部教授会単位で全教員向けに倫理教育を実施している。 

 

③宇都宮キャンパス（理工学部・医療技術学部等共通） 

  全教職員を対象に、宇都宮キャンパス研究者倫理委員会運営委員会が主催する研究倫理ガ

イダンスを年１回以上実施している。ガイダンスでは、研究不正防止、法令遵守、利益相反、

個人情報の取扱いを中心とした最新の状況を講義形式で行っており、研究不正防止対策とし

て、e-ラーニング（APRIN）の受講（理工学部；理工系、経済学部地域経済学科；人文系）の

義務化、また、成果発表にあたっては「論文投稿チェックリスト」を活用している。ガイダン

スでは、雛型となる「論文投稿チェックリスト」を紹介しているが、宇都宮キャンパスでは研

究分野が工学系、情報系、理学系、農学系、生命科学系と多岐にわたるため、各研究分野に適

したフォーマットに適宜修正し使用している。 

 

平成 30 年度 倫理関連ガイダンス 
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論文投稿チェックリスト 
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④福岡キャンパス（福岡医療技術学部） 

 4 月に開かれる「新任教員対象説明会」において、人を対象とする医学系研究における倫理

指針の概要、研究倫理委員会の役割、および研究倫理審査の申請方法について、研究倫理委員

会委員長が説明している。さらに、8月に開催される「科学研究費補助金獲得セミナー」にお

いて不正行為の正しい認識とその防止について、研究倫理委員会委員長が解説している。 

 

 

（３）学生に対する研究倫理教育 

 

 学生及び大学院生に対して実施している研究倫理教育については、各キャンパスでは以下の

ように取り組んでいる。 

 

①板橋キャンパス 

  各研究科において、正規科目または履修条件として、e ラーニング（eLCoRe）受講を必須と

し、修了証明書の提出を義務付けている。また、医学部において 1年次で「医療法学・医療倫

理学の基礎」、4 年次で「医療法学・医療倫理学」を必修科目としている。 

・医学研究科：「特殊研究」（必修科目）において、eLCoRe の受講が必須。 

・薬学研究科：「薬学演習Ⅰ～Ⅲ」（必修科目）において、eLCoRe の受講が必須。 

・医療技術学研究科：eLCoRe の修了が確認できない場合、博士前期・修士課程は「特別研究」

(必修科目）、博士後期課程は「特殊研究」（必修科目）の履修ができない。 

・公衆衛生学研究科：専門職学位課程「公衆衛生倫理学」（必修科目）、博士後期課程「公衆衛

生倫理学特論」（必修科目）において、eLCoRe の受講が必須。 

 

 ②八王子キャンパス 

八王子キャンパスでは、初年次教育科目「ライフデザイン演習」でアカデミック・スキルズ

（調べる・読む・書く・発表するという 4 つのスキル（技能））を学ぶためのテキスト「大学

でどう学ぶか 2017[第三版] 帝京大学総合教育センター」を作成している。その中でレポー

ト・論文作成の際に守るべきマナーや研究倫理についての項を設けている。 

また、「ライフデザイン演習」の時間内で、図書館が行う情報リテラシーガイダンス（検索

の方法やレポートの書き方等）を通じて指導している。 
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 ライフデザイン演習 教材「大学でどう学ぶか 2017[第 3 版] 帝京大学総合教育センター」 
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・経済学部：学部学生に対して、ライフデザイン演習、基礎演習、演習等の授業におけるレポ

ート作成等の中で、著作権の重要性、他者の論文等を引用する際の注記の仕方等を指導して

いる。大学院生等に対しては、レポート作成に加え、修士論文執筆の指導の中で、著作権の

重要性、論文引用における注記の仕方等について、細かな指導を行っている。 

・法学部：「ライフデザイン演習Ⅰ」において、論文作成指導を行っている。この他、経済学

部と同様、大学院生等に対する修士論文指導等の中での注記の仕方等に関する指導を行っ

ている。 

・文学部：臨床心理学専攻では、大学院生を対象に、臨床データの取り扱いに関して心理臨床

研究センターによる独自ガイダンスを実施している。社会学科４年次の卒業研究（ゼミ論）

作成時のガイドラインとして、「2018 年度卒業研究書式」を作成し、全ての学生にポータル

サイトを通じて配付している。 

 

 ③宇都宮キャンパス 

  大学院での研究や卒業研究における研究倫理規程（研究不正防止および法令遵守）の理解・

遵守を目的に、宇都宮キャンパス研究者倫理委員会運営委員会が研究倫理ガイダンス（大学院

生に対しては 4 月と 9 月、卒研生に対しては 4月）を行っている。ガイダンスでは、研究不正

行為防止のため、生データの保管、データの客観性・再現性、統計処理等について説明してい

る。また、大学院生は e-ラーニング（APRIN:理工系）の受講を必須としている。 
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「2019 年度 理工学研究科 研究倫理教育ガイダンス」資料 

 

④福岡キャンパス 

  「看護研究方法論Ⅰ～Ⅲ」において、共通の教科書および独自作成の論文作成の手引きによ

り研究倫理について履修させている。 

 

 

（４）一定期間の研究データの保存及び開示 

 

一定期間の研究データの保存および開示については、「帝京大学・帝京大学短期大学における

研究データ保存等に関するガイドライン」を策定し、臨床研究以外の全ての研究に関する研究デ

ータの保存期間、保存方法を規定している。生データ、文書、画像等については、「資料」とし、

発表後 10 年間、「試料」「装置」などの「もの」については、5年間の保存を原則としている。 

帝京大学倫理委員会で承認を受けた附属病院で実施される臨床研究については、「臨床研究に

おける記録保管に関する標準業務手順書」にて規定しており、「研究終了後資料保管申請書」や

「保管記録リスト」により管理を行っている。 
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「研究終了後保管申請書」および「保管記録リスト」様式 

 

同様に、帝京大学において実施される「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に該当

する試料を用いる研究については、「人体から取得された試料の保管に関する手順書」に規定し

ている。 

研究データの適切な保存・管理については、教員便覧でも周知している。 

 

保存対象の研究データと廃棄する研究データについては、「帝京大学・帝京大学短期大学にお

ける研究データ保存等に関するガイドライン」に基づいた区分に従うことを原則としている。部

局に独自の形質及び形状等の研究データがある場合の保存方法については、部局の長の判断に

より、部局ごとに定めることとしている。 

転出または退職する研究者が保有する研究データの保存については、転出または退職時の部

局において定められた管理責任者が、必要な研究データの保管、管理を行い、研究室主宰者の転

出の場合も同様に、部局の中で定められた者が管理責任者となり、保管・管理を行っている。 

 

研究データの保存等に関する管理・費用負担については、附属病院で実施される臨床研究の研

究データは、臨床研究センターに設置されている保管用金庫に保存されており、金庫の運用およ

び管理に係る費用は大学が負担している。 
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（５）その他研究公正の推進に向けた取組 

 

論文等の「剽窃防止」、「研究倫理の向上」のため、「剽窃ソフトウエア（iThenticate）」を 2019

年 8 月に導入し、研究倫理の徹底の観点から、本ソフトウエアについては全教員を対象に登録を

行うこととしている。ソフトウエアはクラウドサービスとなっており、学内外を問わず利用可能

であり、未発表の学術論文や出版前のコンテンツなどの内容を、既存の情報（WEB ページ、出版

物データベース等）と照合し、その独自性をチェックすることができるようにしている。 

 

医療系学部では、本学発行の「帝京医学雑誌」に投稿された論文等について、投稿規程におい

て定めているとおり、編集委員会で査読を行っている。 

経済学部の紀要である「帝京経済学研究」では、2019 年度後期より、剽窃防止のため、

「iThenticate」によるチェックが済んでいることを、原稿提出の要件としている。 

法学部では、研究紀要について、研究業績の質的向上を図るため、編集指針において定められ

た査読委員による査読を行うとともに、剽窃チェックソフトを用いた審査も実施することとし

ている。 

文学部では、史学科などが紀要や論集の編集規定等において、著作権に関わる問題・出典の明

記・個人情報への配慮・査読に関する方針等を定め論文の審査を行っている。また、「チェック

シート」を使用し研究不正の予防や発見に努めている学科もある。 

さらに、日本文化学科では、過去 5年分の紀要及び論集を対象に点検作業を実施し、その結果

を教員会議で公表して研究成果のさらなる質的向上という認識を教員間で共有している。 

教育学部では、紀要委員会が研究公正の取組に当たっており、紀要投稿論文に関しては、査読

を正（紀要委員）、副 2名の 3 名体制で行っている。必要に応じて、さらに専門家の意見を参考

にするようにしている。 
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